
【FAX送信用紙】　送信先FAX：092-736-3311

※個人情報については、相続に関するセミナー案内・情報提供のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。

●ご案内・お申込ダイヤル：092-716-1237 （土日・祝日を除く９：００～１８：００）
●お申込Eメール：support@e-souzok.com

参加希望日（いずれかに○をおつけ下さい。）　　　　11月21日（土）　／　12月2日（水）　／　12月12日（土）

【相続対策セミナーシリーズ（11/21・12/2・12/12）】

TEL FAX以下のいづれかにチェックをお願い致します。
□三好不動産管理物件のオーナー様
□全住協の会員様
□その他一般の方

メールアドレス

　定員：各回20名
(先着順。定員になり次第締切らせて頂きます。)
※電話・メール・ＦＡＸにてお申し込み下さい

参加費無料

福岡相続サポートセンター・相続コーディネーター／

株式会社三好不動産・財務コンサルティング課課長／ＣＦＰ®

江　頭　　寛講　師

 アクロス福岡　601号会議室
 福岡市中央区天神１－１－１　　電話０９２－７２５－９１１３

場 所

・平成21年11月21日（土）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定
・平成21年12月 2日（水）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定
・平成21年12月12日（土）　12：30開場／13：00開演／14：45終了予定

日 時

　相続対策を生前にしっかりと実行しておくことは勿論重要ですが、いざ相続が発生してから申告までに正しい手続きが
行われないと、折角の生前対策の効果が半減してしまいます。また、諸事情により生前対策が十分に実行できなかった
場合でも、諦める必要はありません。相続発生後の対策・実行でやれることはまだまだたくさんあります。
　例えば、相続発生後の節税のポイントは土地の評価と遺産分割の工夫にあります。地価が下落しているとはいえ、全財
産に占める土地の割合は依然高いものがあります。土地は何らかの評価上の減額要素をはらんでいるといっても過言で
はありません。
　また、遺産分割にあたっては、今回の相続税の軽減だけを考えるのではなく、相続税の有利な納税方法、相続人の所
得税の軽減及び次の相続税の軽減を考慮した遺産分割の工夫が求められます。
　本セミナーでは、相続発生後から申告までの手続きと対策のうち、特に重要な点について解説していきます。

主催：福岡相続サポートセンター
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フリガナ フリガナ

福岡相続サポートセンター
福岡市中央区今川１－１－１　㈱三好不動産内

http://www.e-souzok.com/

※各回、同内容のセミナーです


